
番号 資料名 項 項目 質問内容 回答

1

樹木採取権

設定申請書

について

Ｐ13
申請様式３の

２（２）

　経理の分離とありますが、これをしな

いといけないのか。

　申請者側で、適切に行えると判断できれば当該項目に

チェックして下さい。区分の方法は問いません。（今後、

市町村から経営管理実施権に係る事業を行う際に必要とな

ります。）

　なお、樹木採取権の設定を受けた場合に、樹木採取権に

係る経理とその他を経理区分していただくものではありま

せん。

2

樹木採取権

設定申請書

について

Ｐ19
申請様式５の

２（４）

　国内ツーバイフォーで新規需要開拓し

ますと書いた場合、生産したら品質等の

問題で結果的にツーバイフォーの適材に

合わない場合は、どういった対応になる

のか。

　申請においては、協定を結び計画を組んでいただくこと

が重要と考えています。実施段階で木材の取引状況につい

て報告をいただくことになりますので、５年以内に計画が

達成することをお願いしていくことになりますが、達成状

況が思わしくない場合には、その理由等を確認し、必要に

応じて調査等の対応を行うことになります。

　なお、供給先の変更も可能としています。

3

樹木採取権

設定申請書

について

Ｐ24
申請様式５－

１　ウ

　樹木採取区の所在する都道府県内の連

携する木材利用事業者等に供給される割

合は、川中まででも良いのか、それとも

川下まで供給されている必要があるの

か。

　安定取引協定を締結している川中（木材利用事業者等）

に供給される割合を記載してください。適宜取引している

場合を除き、川下までは必要ありません。なお、木材利用

事業者の定義は、資料１の５ページに記載の通り原木を製

品の原材料若しくはエネルギー源として利用するとしてい

る方々になるので、原木を仕入れている製材所などが対象

になります。

4 ー ー 造林事業
　造林について、一貫作業を契約するタ

イミングはいつになるのか。

　前年度に実行計画を提出していただきますが、造林事業

請負契約締結希望時期及び造林事業請負契約完了予定時期

も記載していただくこととしておりますので、いつ契約す

るかはこれらを踏まえて調整しながら決めることになりま

す。

5 ー ー 造林事業

　造林は植付けまでとされているが、下

刈り作業が含まれないのには理由がある

のか。

　伐採と造林を一体的に行うことで効率的な事業実施が期

待できるため、随意契約で造林部分を契約する仕組みにし

ていますが、下刈は一体的な作業とならないため、含めて

いません。

6 ー ー 収穫調査

　基礎額算定林分は調査されているが、

採取可能面積を10年で割った場合、調

査済み箇所のみでは採取面積が少ないの

で追加の収穫調査はいつごろ実施される

のか。

　実施契約締結後に収穫調査を実施することになります。

実施時期は、各種の条件に左右される可能性があります。

7 現地説明 　現地の表示はどのようにしているか。
　樹木採取区は、白色ペンキで二重線により表示、基礎額

算定林分は、黄色ペンキで二重線により表示しています。

8 現地説明
別紙４公募時

現況図面

　樹木採取区現況図の中で想定伐区ごと

の間に薄い黄色で塗られた箇所は何か。

　保護樹帯であり、連続伐区でないことを分かりやすく色

づけしたものです。

公募要項等に関する説明会及び現地説明会における質問及び回答

　　開催日：令和3年11月8日（月）～令和3年11月9日（火）



9 現地説明 〃
　樹木採取区現況図に表示されている共

通伐区とは何か。

　基礎額算定時に近接した伐区で、樹木の採取、林業機械

の回送費、共通して利用する作業道などにかかる固定経費

を同一とみなすものです。

10 現地説明
　想定伐区どおり伐採しなければならな

いのか。

　想定伐区どおりに行う必要はありません。伐区について

は、別紙様式12の採取の基準の範囲で樹木採取権者が任意

に設定できます。

11 現地説明
　想定伐区どおり伐らない場合、採取可

能面積はどうなるのか。

　想定伐区を用いて算出した採取可能面積は、権利設定料

の算定及び採取面積の上限等の算定に用いた面積であり、

実際に採取できる面積は、各種の条件等に沿って決められ

ることになります。

12 現地説明

　既設作業道の拡幅は可能か。

　作業道を新設する場合、保護樹帯を通

過させても良いのか。

　森林作業道作設指針に沿って、関東森林管理局長が定め

た特記仕様書に規定されている規格の範囲内であれば、拡

幅は可能になります。

　また、保護樹帯を通過して作設することもできますが、

特記仕様書に適合したものである必要があります。


